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太陽光：

太陽光発電の安全対策を強化、設計施工の標準仕様
を策定へ
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1703/30/news031.html　　

経済産業省は太陽光発電所の安全対策の強化に向け、設計および施工の標準仕様を策定する方針だ。
2017年3月21日に開催された第15回 電力安全小委員会では、その骨子が示された。

2017年03月30日 07時00分 更新

[陰山遼将，スマートジャパン]

　2017年4月から改正FIT法が施行され、太陽光発電事業をとりまく環境は大きく変化する。
設備認定が事業計画認定へ変わり、設備の安全対策や運用保守の重要性がこれまで以上に
強く求められる。

　現在、改正FIT法の施行に向けて、既に運転を開始している発電所を含め、新しい認定制度
への移行が進んでいる。一方、この背後で議論が進んでいるのが、太陽光発電所の設計施工
に関する基準の策定だ。2017年3月21日に開催された第15回 電力安全小委員会では、設計
施工の基準策定に関する今後の方針が示された。

設計施工の基準策定へ

　改正FIT法における新認定制度では認定の基準として、保守点検や維持管理の計画、関係
法令の順守、設備の廃棄計画などが挙げられている。つまり主には「事後の運営」に評価の重
きが置かれている。

　一方、太陽光発電設備については台風によるパネルの飛散や倒壊など、公衆安全に影響を
与える損壊被害も発生している。経産省の調査によるとこうした背景には、「設計基準風速を把
握していないなど技術基準を正確に理解していない」「安全裕度がほとんどない」「不適切な
施工方法により設計強度に達していない」といった原因が散見されたという。

　そこで「事後の運営」だけでなく、設計や施工といった「事前の工程」についても標準仕様の
策定を行い、さらなる安全対策を強化しようという動きが進んでいる。経産省はこれまでも500
〜2000kWの設備を使用前自己確認の届出対象に追加するなどの施策を行ってきたが、全て
の規模の太陽光発電所を対象とする設計施工の標準仕様を明示する予定だ。

　具体的には基礎の設計例などの標準仕様を、経産省が定める技術基準の中に例示し、強度
計算を実施しない場合の地上設置型の設計は、この標準仕様に準拠することを求める方針だ
。標準設計例の提示について、2017年度中に電気設備の技術基準の解釈解説を改正して
いく。
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標準仕様のイメージ図　出典：経産省

標準仕様の考え方も明示

　策定する標準仕様は、強風地域や多雪地域など、設置環境に差異があることを考慮し、「一
般仕様」「強風仕様」「多雪仕様」の三形式を定める方針だ。また、設計荷重の計算は、日本工
業規格（JIS C8955）の中でも、より安全裕度の高い方法で計算する。

 
標準仕様は3つの形式を定める（クリックで拡大）　出典：経産省

　太陽光発電所の設置を想定する地盤は、比較的悪い地盤を想定し、粘性土で、N値3、長期
許容支持力20kN/m2、地盤との摩擦係数は0.3を目安とする。

　支持物の基礎は鉄筋コンクリート基礎に限定し、使用する部材の材質も限定する方針だ。
なお、鋼材、ボルト、ナットなどは、市販品の使用を想定し、部材の接合方法はボルト接合に限
定する。使用する太陽電池モジュールについては、市販品の中でも風荷重や雪荷重が不利とな
る大型の太陽電池モジュール（2000×1000mm) を想定したものとする。

飛散・感電防止に向けた対策も

　太陽電池モジュールは経年劣化などの影響により、強風で飛散する可能性があり、既設設備
でも太陽電池モジュールの飛散抑止に向けた施策が求められる。また、光が当たると常に発電
するため、水害などにより太陽電池モジュールが水没した場合に、感電を防止するための安全
対策の手法も検証していく必要がある。
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　そこで2017〜2018年度にかけて耐風圧試験による構造安全性評価や水没実験による感
電リスク評価を実施し、その実験結果を踏まえ、2019年度中にこれらに対する簡易な安全対
策を検討。同時に電気設備の技術基準の解釈および解説の改正についても検討する方針だ。

関連記事

続々登場する「太陽光発電向けガイドライン」、抑えておくべきポイント
先ごろ新たに『太陽光発電システム保守点検ガイドライン』が公表されましたが、O&Mに関わるガイドラインの
整備はまだ完全とは言えません。ガイドライン整備の現状と課題、今後の新ガイドライン公表予定をお知らせし
ます（本記事は「O＆M Japan」からの転載記事です）。

O&M事業者が知っておかないとマズイ「改正FIT法」のポイント
2016年5月に成立した「改正FIT法」。買い取り価格以外にも、太陽光発電事業者に影響が生じてきます。経
済産業省で検討されているガイドラインや認定制度設定、また違反時の認定取り消しの可能性などが注目さ
れます（本記事は「O＆M Japan」からの転載記事です）。

2017年4月から変わる固定価格買取制度、知っておくべき改正ポイント
再生可能エネルギーの固定価格買取制度を定めた法律が2017年4月1日に改正される予定だ。買取価格
の決定に入札方式や複数年度方式を導入して制度を抜本的に変更する。発電設備の認定基準の項目も大幅
に増やして、太陽光発電の規制を強化するなど、事業者に与える影響は大きい。

Copyright© 2017 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

3/3 Copyright (c) 2017 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1703/28/news041.html
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1701/18/news048.html
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1604/04/news036.html
http://corp.itmedia.co.jp/

